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分
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機
械
器
具
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一
部

改
正  

一

○
規
　
　
　
　
　
則

　

大
分
県
産
業
科
学
技
術
セ
ン
タ
ー
及
び
大
分
県
立
竹
工
芸
訓
練
セ
ン
タ
ー
機
械
器
具
貸
付
規
則
の
一
部
を

改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。
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分
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則
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四
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一
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大
分
県
産
業
科
学
技
術
セ
ン
タ
ー
及
び
大
分
県
立
竹
工
芸
訓
練
セ
ン
タ
ー
機
械
器
具
貸
付
規

　
　
　
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

大
分
県
産
業
科
学
技
術
セ
ン
タ
ー
及
び
大
分
県
立
竹
工
芸
訓
練
セ
ン
タ
ー
機
械
器
具
貸
付
規
則
（
昭
和
三

十
一
年
大
分
県
規
則
第
六
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

題
名
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　
　
　

大
分
県
産
業
科
学
技
術
セ
ン
タ
ー
機
械
器
具
貸
付
規
則

　

第
一
条
中
「
及
び
大
分
県
立
竹
工
芸
訓
練
セ
ン
タ
ー
」
を
削
り
、「
セ
ン
タ
ー
等
」
を
「
セ
ン
タ
ー
」

に
改
め
る
。

　

第
二
条
中
「
セ
ン
タ
ー
等
」
を
「
セ
ン
タ
ー
」
に
改
め
、
「
又
は
大
分
県
立
竹
工
芸
訓
練
セ
ン
タ
ー
所

長
」
を
削
り
、「
セ
ン
タ
ー
長
等
」
を
「
セ
ン
タ
ー
長
」
に
改
め
る
。

　

第
三
条
中
「
セ
ン
タ
ー
長
等
」
を
「
セ
ン
タ
ー
長
」
に
、
「
時
」
を
「
と
き
」
に
改
め
る
。

　

第
四
条
中
「
セ
ン
タ
ー
長
等
」
を
「
セ
ン
タ
ー
長
」
に
、
「
一
に
」
を
「
い
ず
れ
か
に
」
に
改
め
、
同

条
第
一
号
及
び
第
二
号
中
「
セ
ン
タ
ー
等
」
を
「
セ
ン
タ
ー
」
に
改
め
る
。

毎
週　

火
曜
日
・
金
曜
日
（
祝
祭
日
に
当
た
る
と
き
は
翌
日
発
行
）　

発
行
人　

大　

分　

県　
　

編
集　

㈱
イ
ン
タ
ー
プ
リ
ン
ツ　
　

（
定
価　

一
箇
年　

三
万
八
千
八
百
八
十
円
）

　

第
五
条
中
「
セ
ン
タ
ー
長
等
」
を
「
セ
ン
タ
ー
長
」
に
改
め
る
。

　

第
六
条
中
「
あ
た
つ
て
」
を
「
当
た
つ
て
」
に
、
「
セ
ン
タ
ー
長
等
」
を
「
セ
ン
タ
ー
長
」
に
改
め
、
同

条
第
三
号
中
「
セ
ン
タ
ー
等
」
を
「
セ
ン
タ
ー
」
に
改
め
る
。

　

第
七
条
第
一
項
中
「
セ
ン
タ
ー
長
等
」
を
「
セ
ン
タ
ー
長
」
に
改
め
る
。

　

第
八
条
第
一
項
中
「
セ
ン
タ
ー
長
等
」
を
「
セ
ン
タ
ー
長
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
の
毀
損
の
場
合

は
」
を
「
に
規
定
す
る
場
合
に
お
い
て
」
に
、
「
又
は
」
を
「
、
又
は
」
に
改
め
る
。

　

別
表
中
「
知
事
」
を
「
セ
ン
タ
ー
長
」
に
、
「
減
額
」
を
「
減
額
し
、
」
に
改
め
る
。

　

第
一
号
様
式
中
「第

１
号
様
式

」
を
「第

１
号
様
式

（第
２
条
関
係

）
」
に
、
「セ

ン
タ

ー
（所

）長
殿

」
を
「大

分
県
産
業
科
学
技
術
セ
ン
タ

ー長
殿

」
に
、
「
下
さ
い
」
を
「
く
だ
さ
い
」
に
、
「例

文
に

よ
り

」
を
「上

記
に
つ
い
て

」
に
、

「

セ
ン
タ

ー
（所

）

長
次
長

担
当

（総
括

）

課
長

担
当

」
を

「

セ
ン
タ

ー長
次
長

担
当
総
括

担
当

」
に
改
め
る
。

　

第
二
号
様
式
中
「第

２
号
様
式

」
を
「第

２
号
様
式

（第
３
条
関
係

）
」
に
、
「セ

ン
タ

ー
（所

）長

」

を
「大

分
県
産
業
科
学
技
術
セ
ン
タ

ー長

」
に
改
め
る
。

　
　
　

附
　
則

　

（
施
行
期
日
）

１　

こ
の
規
則
は
、
令
和
五
年
八
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

（
経
過
措
置
）

２　

改
正
後
の
大
分
県
産
業
科
学
技
術
セ
ン
タ
ー
機
械
器
具
貸
付
規
則
の
規
定
は
、
こ
の
規
則
の
施
行
の
日

　

以
後
に
申
請
さ
れ
る
機
械
器
具
の
貸
付
け
か
ら
適
用
し
、
同
日
前
に
申
請
さ
れ
た
機
械
器
具
の
貸
付
け
に

　

つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

３　

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
大
分
県
産
業
科
学
技
術
セ
ン
タ
ー
及
び
大
分

　

県
立
竹
工
芸
訓
練
セ
ン
タ
ー
機
械
器
具
貸
付
規
則
（
以
下
「
旧
規
則
」
と
い
う
。
）
の
規
定
に
よ
り
貸
し

　

付
け
て
い
る
機
械
器
具
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

　

（
旧
規
則
に
定
め
る
様
式
に
よ
る
用
紙
に
関
す
る
経
過
措
置
）

４　

旧
規
則
第
一
号
様
式
及
び
第
二
号
様
式
の
規
定
に
よ
る
用
紙
は
、
当
分
の
間
、
所
要
の
補
正
を
し
て
使

　

用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

八
二


